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建設企業常任委員会次第 

 

令和４年１２月１４日（水）午前１０時 

於   大 会 議 室 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 事（都市局、水道局関係） 
⑴ 付託された議案の審査 

  議案（６件） 

議案第９１号 明石市建設関係手数料徴収条例の一部を改正する条例制定の

こと 

※ 資料参照 ･･････････････････････‥‥･････ 久納 建築安全課長 

 

議案第９４号 令和４年度明石市一般会計補正予算（第８号）〔分割付託分〕 

      ･････････････････････････････････ 田仲 道路安全室長 

 

議案第９６号 令和４年度明石市水道事業会計補正予算（第１号） 

･･･････････････････････････････････ 橋本 水道局次長 

 

    議案第９７号 令和４年度明石市下水道事業会計補正予算（第１号） 

･･･････････････････････････････････ 高岸 下水道室長 

 

    議案第１０４号 大蔵海岸海峡広場、大蔵海岸駐車場、大蔵海岸公園及び明石

市立大蔵海岸多目的広場に係る指定管理者の指定のこと 

※ 資料参照 ･･･････････････････････････ 春海 海岸整備担当課長 

 

    議案第１０５号 石ケ谷公園ほか都市公園に係る指定管理者の指定のこと 

      ※ 資料参照 ･･･････････････････････････ 井村 公園管理担当課長 

 

 ⑵ 報告事項（１件） 

ア 江井ヶ島松陰新田線道路事業の取組状況について 

※ 資料参照 ･･･････････････‥‥ 田仲 道路安全室長兼道路総務課長 

 

⑶ その他 
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３ 閉会中の所管事務調査事項 
⑴ 都市計画について 

⑵ 都市基盤整備について 

⑶ 交通安全について 

⑷ 住宅及び建築・開発行為について 

⑸ 公共施設の建築及び修繕について 

⑹ 上下水道について 

 

 

４ 閉 会 
 

以 上 
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議案第 104号関連資料 

大蔵海岸海峡広場、大蔵海岸駐車場、大蔵海岸公園及び 

明石市立大蔵海岸多目的広場に係る指定管理者の指定について 
 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

名 称 大蔵海岸施設 

（大蔵海岸海峡広場、大蔵海岸駐車場、大蔵海岸公園、明石市立大蔵海岸多目的広場） 

所在地 明石市大蔵海岸通１丁目及び２丁目地内、地先 

 

２ 指定期間  

５年間（令和５年４月１日～令和 10年３月 31日） 

 

３ 指定管理者に指定しようとする団体の概要 

名   称 

神戸新聞事業社・兵庫県サッカー協会共同事業体 

代表団体 構成団体 

株式会社 神戸新聞事業社 一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

所 在 地 神戸市中央区東川崎町 1丁目 5番 7号 神戸市中央区八幡通 2丁目 1番 10号 

主 な 事 業 

・広告、宣伝、出版、印刷、デザイン等

の企画、制作及び広告代理業、各種マ

ーケティング業 

・セールスプロモーション、各種イベン

ト、セミナー等の企画及び運営など 

・サッカー及びフットサル競技会の開催

に関する事業 

・サッカー及びフットサル施設等の管理

運営に関する事業など 

 

４ 事業概要 

 （１）内容 

項目 現行 
提案内容 

（現行の実施内容に加えて） 

施設の利用促進及び

利用者サービス向上

のための取組み 

 

・フリーマーケットやビーチサッ

カー、ビーチバレーの大会等を

誘致し、１年を通じて各種イベン

トを開催 

・砂浜用車椅子の貸出しを実施 

・ビーチサッカーの国際大会などの誘致 

・フレスコボールなど多様なスポーツやヨ

ガなどの利用促進 

・集客イベントの充実 

利用者ニーズの把握 ・年４回のアンケート調査を実施 ・利用者意見目安箱を設置 

防災・安全対策 ・施設内の日常清掃、日常点検、

定期点検を実施 

・巡回及び機械による警備業務を

実施 

・明石警察署との連携を強化し、警察官に

よる積極的な巡回・取り締まりを推進 

・防犯カメラの更新・増設による対策強化 

地域とのつながり 

（貢献・協働） 

・再委託業務において地元企業を

優先的に活用 

 

・地域との情報交換、地域イベント、防災

訓練、防犯パトロールなど地域との協働

活動を実施 

 

（２）経費                                  (単位 千円) 

令和５年度指定管理料（提案額） 令和４年度協定額（実績額） 増減額 

１３２，５００ １３２，５００ ±０ 

 

建設企業 常任委員会資料 

2022 年 (令和４年)12 月 14 日 

都市局道路安全室海岸・治水課 



 

 

 

 

議案第１０５号関連資料 

石ケ谷公園ほか都市公園に係る指定管理者の指定について 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

 名称及び所在地 

① 石ケ谷公園       明石市大久保町松陰字石ケ谷１１２６番４７ 

② 明石海浜公園      明石市二見町南二見８番１ 

③ 魚住北公園       明石市魚住町長坂寺字宮東１２４２番７ 

④ 明石北わんぱく広場   明石市大久保町松陰字上大池３３８番１ 

⑤ 高丘東公園       明石市大久保町高丘３丁目４番 

⑥ 高丘西公園       明石市大久保町高丘７丁目２４番 

⑦ 西二見公園       明石市二見町西二見字出開地１１３４番１ 

⑧ 西二見緑地       明石市二見町西二見字イヤノ上１２５７番２ 

⑨ 南二見東緑地      明石市二見町南二見２３番 

⑩ 南二見西緑地      明石市二見町南二見２４番 

 

２ 指定管理者に指定しようとする団体の概要 

共同事業体 

名称 
しんきパーク＆スポーツマネジメント共同事業体 

団体区分 名 称 所在地 主な事業 

 

代表団体 

 

神姫トラストホープ 

株式会社 

姫路市花田町一本松字牛塚 

１番地の１ 

経営受託事業 

車両管理事業 

人材派遣事業 

 

構成団体 

 

株式会社 

エスエスケイ 

大阪市中央区上本町西 

１丁目２番１９号 

運動用品販売事業 

スポーツ施設運営事業 

 

構成団体 

 

マックスポーツ 

株式会社 

東京都国分寺南町 

２丁目１７番１号 
スポーツ施設運営事業 

 

構成団体 

 

神姫バス株式会社 
姫路市西駅前町 

１番地 

旅客自動車運送事業 

公的施設受託事業 

不動産事業 

 

３ 指定期間 

 ５年間（令和５年４月 1日から令和１０年３月３１日） 

 

建設企業常任委員会資料 

2022年(令和4年)12月14日 

都市局都市整備室緑化公園課 



 

 

４ 事業概要 

（１） 内容 

項 目 現 行 
提案内容 

(現行の実施内容に加えて) 
備 考 

情報発信への

取組 

・ホームページやフェイス

ブック、新聞、広報あか

しでの情報発信 

・ホームページのリニュー

アルやデジタルサイネー

ジを活用した情報発信 

・事業の周知及び

新規利用者の獲

得 

サービス向上

への取組 

・第２､第４月曜日の開場 

・プールの無休営業 

・誰もが気軽に参加できる

スポーツ教室やスポーツ

開放の実施 

・会議室の一部をスタジオ

にリモデル（H29～） 

・トレーニングルームのリ

ニューアル（H29～） 

・公園の魅力を生かしたイ

ベントの実施 

・キッチンカーによる飲食

の提供 

・幼児向けの教室を拡充

し、各年代で切れ目のな

い教室を実施 

・跳び箱など、小学校の授

業を補完する教室を実施 

・プロスポーツ選手を招い

たイベントやパラスポー

ツ体験会を実施 

・ゲーム要素を取り入れた

トレーニング機器を導入 

・自然体験や親子工作教室

など、気軽に参加できる

イベントの拡充 

・グラウンドゴルフ大会の

拡充 

・赤ちゃんの休憩室を設置 

・ドックランを設置 

・屋根散水システムを導入 

・スポーツ活動の

発展及び賑わい

の創出 

・良好な環境の提

供 

利用者ニーズ

の把握 

・利用者へのアンケート 

・ご意見箱の設置 

・LINE システムを活用した

アンケート 

・多様なニーズを

迅速に反映 

 

（２） 経費                                （単位：千円） 

令和4年度(見込み額) 指定管理料(提案額) 増減額 増減率 

219,327 240,900 ＋21,573 ＋9.8％ 

上記１の④明石北わんぱく広場から⑩南二見西緑地までの７公園・緑地を、このたび新たに

対象に追加したことにより、提案上限額を令和４年度指定管理料から21,900千円増の241,200

千円としていた。 



江井ヶ島松陰新田線道路事業の取組状況について 

都市計画道路江井ヶ島松陰新田線の整備について、現在の取組状況をご報告いたします。 

１ 用地買収の進捗状況について 

  昨年度から権利者との交渉を行っています。令和４年 10 月末時点での契約締結状況は、

用地買収の面積ベースで約８割です。 

２ 工事の状況について 

（１）橋りょう工事・先行工事について 

  令和２年度は谷八木川へ橋りょうを築造する工事を行いました。 

また、令和３年度から令和４年度にかけては、都市計画道路の形状に合わせて農業用水

路を切替えする必要があったことから、道路工事に先行して水路切替工事を行いました。

今年度も引き続き同様の工事を行う予定です。 

（２）道路工事に向けた取組状況について 

用地買収が完了した区間の道路工事の事前準備として、埋蔵文化財の有無を調べるため

の試掘調査を行いました。 

試掘調査の結果、図１に示す８つの区域において埋蔵文化財が確認されましたので、文

化財保護法の規定により本発掘調査を行うこととなりました。なお、未買収地については

用地取得後に試掘調査を行う予定です。 

３ 今後の予定 

本発掘調査終了後は道路工事の着手が可能となります。道路事業への影響を極力抑える

ため、本発掘調査を段階的に行い、調査が終了した区域は速やかに工事へ移行できるよう

進めてまいります。 

これらの状況を踏まえ、道路事業の完成目標年度を令和５年度から令和８年度に変更す

る見込みです。 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

本発掘調査

道路工事

建 設 企 業 常 任 委 員 会 資 料

2 0 2 2 年 (令和４年) 1 2 月 1 4 日

都 市 局 道 路 安 全 室 道 路 整 備 課

第１期 第２期 第３期

第１期 第２期 第３期

第４期

第４期関連工事
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